
平成28年度

医薬分業指導者協議会

平成29年2月3日（金）
厚生労働省 講堂
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１．薬局・薬剤師を巡る状況について

２．日本薬剤師会の取り組み

「患者のための薬局ビジョン」の実現に向けて

３．日本薬剤師会の取り組み

医療ＩＣＴ化について
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１．薬局・薬剤師を巡る状況について



１．かかりつけ薬剤師・薬局機能の
充実・強化

昨年10月、かかりつけ薬剤師・薬局の機能を明確化し、薬
局再編の姿を示す「患者のための薬局ビジョン」が公表され、
平成26年・27年度の薬局・薬剤師による健康サポートの推進
に続き、平成28年度は患者のための薬局ビジョン推進事業が
実施されている。

来年度においても、本事業の更なる充実と健康サポート機
能も含めた薬局全体のかかりつけ機能の充実・強化に向けた
予算措置をお願いしたい。
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平成29年度厚生労働省予算概算要求

「患者のための薬局ビジョン」を踏まえた、
かかりつけ薬剤師・薬局の普及・機能強化

180 → 193

（28年度予算額） （29年度要求額）
百万円 百万円

「患者のための薬局ビジョン」に基づき、全国の薬局が
「かかりつけ薬局」として地域包括ケア等に貢献できるよ
う、テーマ別のモデル事業を充実・発展させるとともに、
ビジョンの進捗管理のため薬局の取組状況を把握する仕組
を構築する。
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２．日本薬剤師会の取り組み

「患者のための薬局ビジョン」の実現に向けて



8

日薬としての最近の主な取組状況

平成27年10月 「患者のための薬局ビジョン」 公表

平成28年 4月 かかりつけ薬剤師指導料／かかりつけ薬剤師包括管
理料の新設（調剤報酬点数表）

平成28年10月 健康サポート薬局 （届出手続きスタート）

平成25年4月 〈日薬〉
薬剤師の将来ビジョン

平成26年6月 〈日薬〉
薬局のグランドデザイン2014 （中間まとめ）

平成27年9月 〈日薬〉
地域の住民・患者から信頼される
「かかりつけ薬剤師」「かかりつけ薬局」の役割

毎年10月17日～23日 〈薬と健康の週間〉
ポスター・チラシなど資材を活用した「かかりつけ」機能の周知
など
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薬剤師の将来ビジョン
平成25年4月 日薬公表

薬剤師が国民・社会から真に評価されるには、全ての職域の薬剤師が自らの職能
を十分に自覚し、国民のニーズに応えることが不可欠。そのような観点から、近
未来に向けた薬剤師のあるべき絵姿を、薬局、病院・診療所、製薬、卸、学薬の
各職域ごとに検討し、薬剤師の「将来ビジョン」として策定

①薬局薬剤師の現状と将来ビジョン

②病院・診療所薬剤師の現状と将来ビジョン

③製薬勤務薬剤師の現状と将来ビジョン

④卸勤務薬剤師の現状と将来ビジョン

⑤学校薬剤師の現状と将来ビジョン

＜今後の薬局・薬剤師の向かうべき方向性＞

セルフメディケーションの拠点としての薬局機能を確立する
（地域住民に密着した健康ステーションとなる）

地域包括ケアシステムにおける薬局・薬剤師職能を確立する
（地域医療連携の中で、医療提供施設としての役割を確立する）

薬事衛生・公衆衛生における薬局薬剤師の地域における活動を強化する
（地域住民に最も近い医療提供施設、医療人として、組織的な地域活動を強化）
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薬局のグランドデザイン2014（中間まとめ）

平成26年6月 日薬公表

2025年を見据えた具体的目標

※当面は、地域薬局を牽引する基幹薬局的位置付けとして15,000施設を目指す

の

供

給

責

任

と

安

全

性

の

確

保
（

医

薬

分

業

の

完

成

に

む

け

て
）

① 医療・介護 ＜少子高齢社会における国民皆保険制度維持への責務＞
地域包括ケアシステムへの参画、
地域医療・介護関連多職種との連携、
薬物療法における有効性と安全性の確保（リスクマネジメント）、
医療安全を確保した効率化への協力、
医薬品及び在宅医療・在宅介護用品等の備蓄・供給、
医療過誤・医療事故への適切な対応、
医療・介護・福祉相談、地域薬剤師会を通じての活動

② 保健（健康づくり） ＜健康長寿社会実現に向けた薬局の役割＞
地域住民のセルフメディケーション等への支援、
地域住民の健康増進のための医薬品等、関連品の備蓄・供給、
早期発見、重症化予防、重複投与防止、
地域の健康情報拠点、
地域薬剤師会を通じての活動（地域社会の信頼）

③ 体制 ＜目標達成のための薬局体制整備＞
構造・設備、届出・許認可、研修、薬学教育・薬剤師の養成・再教育、
かかりつけ薬局機能の周知

④ 倫理
倫理・使命、公共性・継続性



かかりつけ薬剤師・薬局の役割
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「かかりつけ薬剤師」と「かかりつけ薬局」の関係（考え方の整理）

1）かかりつけ薬剤師
患者が使用する医薬品について、一元的かつ継続的な薬学管理指導を担い、医薬品、薬物治療、健康等に関
する多様な相談に対応できる資質を有するとともに、地域に密着し、地域の住民から信頼される薬剤師

2）かかりつけ薬局
地域に必要な医薬品等の供給体制を確保し、その施設に従事する「かかりつけ薬剤師」が、患者の使用する
医薬品の一元的かつ継続的な薬学管理指導を行っている薬局

「かかりつけ薬剤師」に求められる資質

地域の住民・患者からのニーズに的確に応え、「かかりつけ薬剤師」として選ばれるためには、次に
示すような資質を備えていることが求められる。

地域の住民・患者から信頼される「かかりつけ薬剤師」「かかりつけ薬局」の役割について
（平成27年9月16日、日本薬剤師会）

① 地域の住民から、医薬品等に関する相談を親身になって受け、そのニーズを把握することができる。
② 常に自己研鑽に励み、最新の医療および医薬品等の情報に精通している。
③ 地域医療連携に不可欠な地域の社会資源等に関する情報を、十分把握している。
④ 薬事・保健衛生等に関する地域の社会活動、行政活動等に積極的に参加し、地域包括ケアシステムの

一員として活動できる。
⑤ 医薬品等の使用について的確な情報提供や指導を行うことができ、また、適切にかかりつけ医等へ受

診勧奨等を行うことができる。
⑥ 医薬品の一元的かつ継続的な薬学管理指導を行い、処方医に対して薬学的知見に基づき疑義照会を行

うなど、かかりつけ医と連携して、患者に安全で安心な薬物治療を提供することができる。



来局者向け資材 （平成28年度 薬と健康の週間）

ポスター チラシ（表裏）
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主な算定要件（調剤報酬）

十分な経験等を有する保険薬剤師

3年以上の薬局勤務経験、週32時間以上勤務、0.5年以上在籍（勤務）

研修認定を取得

医療に係る地域活動の取り組み

お薬手帳の活用

患者が受診している医療機関の情報把握

調剤後の服薬状況の把握・指導、保険医への情報提供と処方提案

24時間相談応需体制の確保

ブラウンバッグ運動の取り組み

かかりつけ薬剤師指導料／包括管理料

保険薬局の届出数

全国 26,211薬局※

⇒ 全保険薬局（57,659施設、平28.6月調剤分）の約45％

※各厚生局HPの情報に基づき集計（平28.8/1 時点、ただし一部は 7/1（６県）の状況）
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主な算定要件

直近1年間における在宅薬剤管理指導（在宅患者訪問薬剤管理指導料、
居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費）の算定実績が
計10回以上

緊急時など開局時間以外の時間における在宅業務の対応体制

行政や関係機関に対する在宅業務実施体制の周知

定期的な研修実施

医療材料・衛生材料の供給体制

麻薬小売業者の免許

保険薬局の届出数

全国 11,345薬局※

⇒ 全保険薬局（57,659施設、平28.6月調剤分）の約20％

※各厚生局HPの情報に基づき集計（平28.8/1 時点、ただし一部は 7/1（６県）の状況）

在宅患者調剤加算
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「患者のための薬局ビジョン」の
実現に向けた諸課題

調剤偏重

OTC医薬品の取り扱い

立地・環境に依存した経営基盤（門前型）

服薬情報の一元的・継続的把握の確実な実施

時間外対応（24時間相談体制、処方せん応需体制）

在宅薬剤管理指導の普及・推進

薬剤師確保（地域偏在の解消）

など



16

課題解決のために取り組んでいる主な事項

かかりつけ薬剤師の普及・推進
「かかりつけ」機能の周知 （→ 患者、国民）

健康サポート薬局の積極的な推進
基準の周知 （→ 薬局、薬剤師）
適正な運営に向けた対応依頼 （→ 都道府県薬剤師会、地域薬剤
師会）
研修実施機関として参画 （→薬局、薬剤師）

要指導医薬品・一般用医薬品関連
「要指導医薬品、一般用医薬品販売の手引き」「新たな医薬品販売
制度の概要と法令遵守のポイント」など、ポスター・リーフレット
を含む各種資料を作成・配布

在宅薬剤管理指導関連
「在宅服薬支援マニュアル」（在宅医療における薬剤師向け支援
ツール）、「生活機能と薬からみる体調チェック・フローチャート
解説と活用」（現在は出版物として市販）など、ポスター・リーフ
レットを含む各種資料を作成・配布



（毎日新聞10月14、21、28日 朝刊掲載）
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【日本薬剤師会としての取組】

・制度の普及推進・再周知の徹底として、以下のような取組を行って
いる。

例）研修会Ａ・Ｂの開催

e-ラーニング（知識習得型研修）の提供

Ｑ＆Ａ（研修内容は除く）のとりまとめ

ロゴマークの作成

健康サポート薬局の普及推進
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健康サポート薬局 ロゴマーク

医薬品、医療機器等の品質有効性及び安全性の確保等に関する法
律施行規則第１条第２項第５号で規定される健康サポート薬局に関す
る届出を行った薬局が、健康サポート薬局である旨を広く患者や住民
に周知する際に使用するためのものとして、ロゴマークの作成を行った。
※商標登録出願済み

目的

【提供対象者】

健康サポート薬局に係る届出を行った薬局（非会員も可能）

【使用料】

規定の目的及び使用規定の範囲内の使用に限り、無料。

【提供方法】

本会ホームページよりイメージデータを提供。
●日本薬剤師会ホームページ

トップ＞日本薬剤師会の取組＞健康サポート薬局＞健康サポート薬局 ロゴマークについて

使用について



ロゴ （一例）

基本形

呼びかけ文セット
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要指導医薬品・一般用医薬品関連

ポスター・リーフレット
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在宅薬剤管理指導
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出典：平成２５年３月 地域包括ケア
研究会報告書

「地域包括ケアシステムの構築におけ
る今後の検討のための論点」より

○ 団塊の世代が７５歳以上となる
２０２５年を目途に、重度な要介護状態

となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けること
ができるよう、医療・介護・予防・住
まい・生活支援が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込ま
れることから、認知症高齢者の地域で
の生活を支えるためにも、地域包括ケ
アシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急
増する大都市部、７５歳以上人口の増
加は緩やかだが人口は減少する町村部
等、高齢化の進展状況には大きな地域
差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者で
ある市町村や都道府県が、地域の自主
性や主体性に基づき、地域の特性に応
じて作り上げていくことが必要。

地域包括ケアシステム

厚生労働省資料より作成



受診受診

診断・治療
処方箋発行

かかりつけ医を中心とした
チーム医療の中で、かかり
つけ薬剤師は薬の専門家の
視点で患者を支える

かかりつけ薬局による医薬品の一元的管理

病院

診断・治療
処方箋発行

かかりつけ医・診療所等の
医療機関

患者
調剤薬、OTC医薬品等の供給

セルフメディケーションの推進・支援
情報提供、薬学的指導

重複投与
相互作用のチェック

OTC

要指導医薬品
一般用医薬品等の供給

処方箋提出
※複数の医療機関に
かかる場合は、複数
枚の処方箋を提出

在宅訪問

看護師・ケアマネジャー
等の他職種

連携

く
す
り

薬局

かかりつけ薬剤師・薬局

行政・保険者
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*薬剤師だけで解決できるものではなく、チーム医療とし
て主治医・訪問看護師・介護関連職種、在宅医療に関わ
る全員が取り組むことで評価されるもの。医療と介護の
連携のプロセス評価の指標例として適しているのではな
いか。
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３．日本薬剤師会の取り組み

医療ＩＣＴ化について
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電子お薬手帳
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日薬ｅお薬手帳の基本的な使い方



31

*お薬手帳については、電子版の手帳であっても、紙媒体と同
等の機能を 有する場合には、算定上、紙媒体の手帳と同様の
取扱いを可能とする。

*紙より劣る電子お薬手帳は認められない。

*少なくとも紙のお薬手帳と同等の機能が必要。

*（その一つとして）「複数の運営事業者等が提供しているお
薬手帳サービスの情報を一元的に情報閲覧できる仕組みを活
用すること」という文言が算定要件に入った。

→ 「リンク付サーバー」が必須になった。

医療保険での電子お薬手帳とは
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*「お薬手帳」で完結するのではなく、日本医師会等が構築してい
る地域医療情報連携基盤等との連携・親和性も念頭において開発
（部分最適ではなく、全体最適を指向）。

*例えば、エクセルのシートタブの様に、必要に応じて切り替えて
見るようなシステム構築を想定

全体で疾病管理手帳
お薬手帳

リンク付けサーバー

地域医療情報連携基盤等

薬の情報 臨床データ

健診データ

自己管
理デー

タ

連携して管理

日本医師会が提唱する

「かかりつけ連携手帳（疾病管理手帳）」との連携
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A薬局

B薬局
C薬局

日薬版電子お薬手帳システム

患者

薬剤師・
他の医療
関係者等

地域医療情報連携基盤・
疾病管理手帳等

他の電子お薬手帳システム
地域医療情報連携と
同様の仕組みで連携

標準的手法を
用いて連携

処方箋画像の
メールやFAX

での送信

医療機関等
での閲覧

①患者にデータを渡す
②患者がスマホ
に取り込む

③患者が
登録

④患者の許可
を受けて閲覧

日薬の取り組みの全体像
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薬剤師資格証
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*顔写真付きで「薬剤師」であることを証明する身分証

*ICチップの中にsuicaの様に１枚単位で識別できる「電子証明
書（電子的なＩＤ・鍵）」（読める文字列ではない）と、原
則「氏名・生年月日・性別・薬剤師であること・薬剤師名簿
登録番号」が記録されている。

薬剤師資格証
• 氏名
• 生年月日
• 電子証明書
• 薬剤師名簿登録番号
• 日薬会員番号
• 「薬剤師であることを証する」と

の記載

薬剤師を証明
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電子証明書を使ってできること
*地域医療情報連携基盤へのログイン

*電子処方箋に調剤済み印として押印する

*薬剤師として押印している書類を電子的に発行する場合

券面でできること（民間発行なので限界あり）
*薬剤師であることの確認

*身分の提示

・利用シーンが目前に迫っているわけではない。

・ただ、電子処方箋の実証事業等では必須となる。
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2016.3.12 総会資料一部改変

H27年度
• HPKI認証局の構築 H28.3 厚労省準拠性審査

H28年度
• 薬剤師資格証発行体制の確立 H28.4 設置承認

H29年度

• 全国普及に向けた都道府県薬剤師会への周知

• 全国会議の開催

H30年度
• 全国普及に向けた都道府県薬剤師会への対応

H31年度

• 本格的発行の開始（約２万枚/年）

• ５年後のH35年度までに計10万枚程を発行

準 備

発行開始
400枚程度

発行継続
3000枚程度

本格発行※

２万枚/年

発行開始
200枚程度

当初H30年度から本格的発行（約1.7万枚/年）し、６年後のH35年度までに計10万枚程を発行
としていたが、厚労省CPの変更により、薬剤師資格証の有効期限を５年としたため、H31年度
から約２万枚/年を発行し、予定通りH35年度までに計10万枚程の発行を行う予定。
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「薬剤師資格証」は、薬剤師を証明する身分証明書である
ことに加え、薬剤師の電子的な印鑑や通行証としても利用
可能。

電子処方箋に調剤済み印を押す場合にも利用可能。

信頼性を担保し、 「偽」薬剤師に発行しないために、申
請受付には、対面での本人確認・資格確認作業が必須。

その役は都道府県薬剤師会・

地域薬剤師会しか担えない。

薬剤師免許証の「すかし」や、裏書きの確認には対面が必須
顔写真と本人の同等性を確保するためにも対面が必須

都道府県薬の業務を地区薬剤師会等に再委託できる
仕組みを採用
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申請者
（薬剤師）

対面での本人確認
書類の真正性や内容の確認

薬剤師資格証の発行「本人限定受取郵便」で郵送

日薬

③
書類の持参
・申請書
・住民票
・薬剤師免許証
・顔写真付本人
確認書類

・顔写真（資格
証用）

書類の再審査
電子データの再確認
顔写真のデータ化
発行用データ作成

④

申請書類作成・情報登録シス
テム（web上）

入力された情報のPDF化
入力された情報の保持
日薬への情報払い出し

⑥⑦

⑧

確認済み書類等の郵送

都道府県薬剤師会
（地域薬剤師会）
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電子処方箋
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電子処方箋は、文字通り、紙の処方箋を電子化したもの。

ただし、

• 処方箋の内容が、電子的な一定の形式に則って記述されている。

• 医師がHPKI署名している（改ざんが出来ない）。

→単にスキャナで画像にしたのではダメ。

その電子処方箋が、１枚しか存在していないこと※を、運用
等で担保している。

→「処方箋ASPサーバ」という、電子処方箋を管理する仕組みが必
須となった。

※電子ファイル（例：wordやexcelのデータファイル）は原本とコピーの区別
はつかないので、運用等で確保せざるを得ない。
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医療機関
処方箋

ASPサーバ
電子処方箋
対応薬局

患者

③処方箋登録

①診察・処方

②処方箋送信

④電子処方箋
引換証交付

⑤処方箋
確認番号通知

⑦処方箋要求⑧調剤中処理

⑨処方箋送信 ⑩調剤

⑪調剤情報送信⑫調剤情報送信

電子処方箋
非対応薬局

⑥電子処方箋引換証と
処方箋確認番号を提出

⑦
電
子
処
方
箋
無
効
化
要
求
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1.電子処方箋の無効化
ASPサーバの連絡先に電話で「処方箋

ID(16桁の数字)」と「確認番号(4桁の
文字列)」を通知し、電子処方箋を無効
化する。

2.電子処方箋引換証を処方箋化する。

電子 処 方 せ ん 引換証印 印

電子 処 方 せ ん 引換証
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*情報の有効活用が出来る。

*情報の共有化が推進される。

*薬局から医療機関への調剤結果の伝達が容易になる。

*医療機関での印刷コストの軽減される。

*薬局での入力等の労務が軽減される。

*調剤済み処方箋の保管スペースが軽減できる。

「電子処方せんの運用ガイドライン」（平成28年3月31日）
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「電子処方せんの運用ガイドライン」（平成28年3月31日）

では、電子処方箋への取り組みについて

*単に処方箋の電子化を進めるのではなく、地域医療連携の
取組と併せて普及させていくことで、医療機関と薬局との
情報連携を一層進めていくものであること。

*電子処方箋への医師・歯科医師・薬剤師の署名はHPKI電
子署名とすること。

*利用するネットワーク回線のセキュリティを担保すること。

とされている。

例えば、ある特定の病院とその周りの薬局という形態の
電子処方箋は認められていない。
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情報再利用の面からは、一定のメリットはある。

一方、処方情報の電子化に比べ、電子処方箋の運用には、多
くの手間とコストがかかる。

*二次医療圏等の医療機関・薬局が網羅的に参加した地域医療情報
連携でないと、一つの地域で紙の処方箋と電子処方箋が混在し、
患者のフリーアクセスの担保も難しい。

*隣接する医療圏は紙の処方箋であり、薬局は、相当長い期間、紙
と電子処方箋の両方を受け続けることになる。

*紙の調剤済み処方箋の保管スペースは減るが、調剤済みの電子処
方箋を、電子のまま保存するための機器や設備が必要となる。

*運用フローが大きく異なり、紙と電子処方箋の両方を扱い続ける
のは薬局にとって、大きな負担である（特に、電子処方箋引換証
を処方箋化する作業には、大きな手間がかかる）。

「H28.5.2 電子処方箋に関する本会の考え方」の一部改変
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医療機関は、当該医療機関の決断で、紙の処方箋から電子処
方箋に切り替えることが可能。

一方、薬局には処方箋の応需義務があり、紙か電子の一方を
選ぶことが出来ない。

また、単に電子処方箋だけを地域に導入しても、費用対効果
を考えると、ほぼ意味がない。

そのため、二次医療圏等、一定範囲の医療機関・薬局が網羅
的に参加した地域医療情報連携が整備された後に電子処方箋
の導入を検討すべきと考える。

「H28.5.2 電子処方箋に関する本会の考え方」の一部改変



ご清聴ありがとうございました

公益社団法人 日本薬剤師会


